
 

原町浄水場 No.2配水ポンプ更新工事 

特記仕様書 

 

1．適用範囲 

 この特記仕様書は、「原町浄水場 No.2配水ポンプ更新工事」に適用する。なお、特記仕様

書に定めていない事項は、工事請負契約約款、工事共通仕様書及び土木工事共通仕様書（福

岡県令和６年 10月版）で定めるものとする。 

 また、特記仕様書の定めと共通仕様書等の定めが異なる場合は、特記仕様書によるものと

する。 

 

２．工事概要 

（１）工事名称 

   原町浄水場 No.2配水ポンプ更新工事 

（２）工事場所 

   春日市原町二丁目 38番地２ 原町浄水場 

（３）工期 

   契約締結日の翌日から令和８年３月 13日まで 

（４）機器仕様 

   配水ポンプ １台 

    型 式：DV200×150-4Ｚ-E637INV 

       仕 様：2.92㎥/min×45ｍ 

   37kw×4P×200V インバータ 

    塗 装：内面 水道用エポキシ樹脂塗装 

        外面 フタル酸樹脂系塗装 

    付属品：共通ベース 

        カップリングカバー 

        圧力計 

        連成計 

        その他必要なもの 

（５）工事内容 

  ① 一般共通事項 

② 既設設備撤去工 

③ ポンプ据付工 

  ④ 試運転調整 

    ※本工事で設置する配水ポンプの現地における総合組合せ並びに調整を実施し、



テストランを行って異常のないことを確認した後、引き渡すものとする。 

※本工事は、原町浄水場に設置されている No.2配水ポンプ１台を撤去し、新品を据え付

けるものである。 

※詳細については、「設計図」を参照のこと。 

  

３．特記事項 

（１）適用基準 

工事請負契約約款 

工事共通仕様書 

土木工事共通仕様書（福岡県令和６年 10月版） 

（２）主任技術者等の区分 

   建設業に関わる建設工事に関し、10年以上の実務経験を有し、本工事と同種工事 

の施工経験を有する者 

（３）材料 

   本工事に使用する材料は新品とし、中古品は認めないものとする。 

（４）施工条件 

  ① 作業員は、社名及び名前が分かるようにすること。 

  ② 工事場所は全面禁煙とする。 

  ③ 工事用車両は、原則として工事場所の敷地内に駐車すること。 

  ④ 作業時間は、原則として平日（月～土）８：30～17：00の間とする。 

    なお、安全配慮等必要に応じて、事前協議により、日祝日及び時間外の作業を認め 

る場合もある。 

  ⑤ 本工事は No.1 及び No.3 配水ポンプを稼働させたままの施工となり停止すること

ができないため、監督員と綿密な打ち合わせを行い、施設の運転に支障が無いように

留意すること。 

  ⑥ ポンプ下部のプラグからエア抜き用の配管を設置すること。 

 

４．その他 

（１）本特記仕様書に明記のない事項でも本工事に当然必要とする作業は、監督職員と協議

のうえ、受注者の責任において施工すること。 

（２）施工にあたり疑義が生じた場合は、その都度発注者が協議を行うこととする。 

 


